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２０１７年３月議会　一般質問
【冒頭発言】
世界では、トランプ旋風が荒れ狂っています。
アメリカ・ファーストで、強者による強者の為の政治・経済が行われようとしています。世界のリーダーとしての自覚が感じられません。
国内では、安倍政権のアメリカ追従と暴走が止まりません。
アメリカの核の傘の下、戦争をする国に邁進しています。「働き方改革」等と言ってはいますが、破綻した「アベノミクス」にしがみついています。
国会では、安倍首相がらみの大阪の学校法人の土地払い下げ、自衛隊ＰＫＯの報告書隠し、国民の内心を縛る「共謀罪」の創設、文科省の天下り問題など安倍政権は、まさに、やりたい放題です。
せめて、私たちの出来る範囲で、桑名を住みやすいまちにしようではありませんか。
残念ながら、今議会は、希望の持てる「予算議会」と言うよりは、市民に負担を強いる「値上げ議会」です。
伊藤市長の１期目は、腐敗した水谷市政の一掃・転換であり、それなりに意味はありました。しかし、自分の公約そのものを桑名市の総合計画にしてしまったのは遺憾であります。
２期目は、争点なき選挙になってしまい、そのお礼（市民に対するプレゼント）が今回の「次の世代に責任ある財政に」と言う名目での「値上げ」です。
良識ある議会での共同で、多くの「値上げ案」を阻止して行こうではありませんか。

日本共産党の桑名市への３つの要求
１、県内でも高い国民健康保険税の引き下げ　２、子どもの医療費窓口で無料に　３、小学校の普通教室にもエアコンを
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください。
日刊紙　月３,４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議員団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは　２２－３０２８　（星野自宅）
【質問内容】

１、都市計画について
（1） 駅周辺整備と立地適正化計画について
①桑名の顔をどうするのか（自由通路と駅舎、駅西地区の高度利用と公園、駅東地区の民間土地の活用）
②立地適正化計画の誘導施設、届出制度、空き家対策
（2） 西別所北部土地区画整理事業について
①当初計画と市及び議会への報告状況（換地後の結果は）
②組合総会での桑名市の態度は（市が税金で払わなければならない理由は）
２、行財政改革について
（1） 「使用料および手数料の見直しに係る基本指針」について
①原価主義について
②受益者負担割合について
③原価主義は福祉にそぐわないのでは
（2） 上下水道の「値上げ」について
①説明会を実施しての感想は
②経営戦略について（水道で５.２億円、下水道で３.６億円必要な理由は）
③減免について（実施状況、生活保護に準じるとは）
（3） 公共施設の見直しについて
①閉鎖（市民農園・駅無料駐輪場等）と売却（サンファーレ北館等）について
３、教育問題について
（1） 小中一貫教育について
①「学校教育あり方検討委員会」について
②市民認知度を上げるには（上がってない）
（2） 「学習指導要領」の改訂について
①教育委員会としての見解は
②小中一貫教育推進と同時にできるのか
【質問の詳細】
1、 都市計画について
桑名駅周辺の土地利用構想が進められています。中心となってきた「桑名駅周辺土地利用構想懇話会」は、非公開の会議で、利益目的の企業等の方々が委員になっており、公正・公平な懇話会とは考えられません。また、委員長も元都市整備部駅西事務所所長の親戚の方であり問題があります。
「桑名駅周辺」については、オープンな場で建設的な論議が必要ではないでしょうか。ミニチュア模型などを作って、市民参加で、意見を出し合い、考え話し合うべきだと思います。
その中で、次の３点の認識の共有が必要と考えます。
１つは、名古屋に近いという「地理的優位性」はありますが、「リニア中央新幹線で東京から約１時間でアクセス可能になる」という宣伝は止めるべきです。目的地に行くには、今までと、そう変わらない筈です。リニアは、本当に実現できるのでしょうか。採算性（社長自身がペイしないと言っている）や安全性（事故が起これば第２の原発です）等に沢山の問題があります。
２つは、東西自由通路は「新たな交流拠点」にはなりません。バスターミナルの東から西側への移動はあるのでしょうか。すべきではありません。
３つは、桑名駅が「広域観光施設と連携できる魅力拠点」と言いますが、今は車社会です。認識に間違いがあるのではないでしょうか。
そこで、①「桑名の顔」をどうするのか、まず、今後の進め方について端的に説明下さい。シンボルとなる東西自由通路と駅舎、青空の見える広場・空間はできるのですか。駅西地区の公園用地に高層建築物は建てる事が出来るのでしょうか。駅西地区に土地の高度利用等は必要ありません。公園用地の代替地はあるのですか。住みよい住環境の形成に徹すべきであります。駅東地区は、南側と北側を分けて考えているようですが、南側の民間土地（バスターミナル）の上にビルの建設など余分な事を考える必要はありません。これらが、市長のいう公民連携なのですか。北側の桑栄メイトビルに対する市の考えは。まずやるべき事は、地上げと無秩序なマンション建設の抑制ではないでしょうか。先の議員の答弁にありました「建築物の制限条例」について詳細を伺います。
②「立地適正化計画」で誘導施設が決められようとしていますが、「届出制度」における勧告・指導はどうしますか。「計画」には書かれていませんが、これが無ければ、誘導施設を決める意味がありません。
居住誘導をする場合、周辺部では、空き家の発生が予測されますが、現在、作成中の「桑名市空家対策計画」では、この場合の「空き家対策」はどうなっていますか。　　　　　　　　　　　　（以下は答弁と共に次号以降に掲載します。）
今議会に出された請願２件

請願第１号「『テロ等準備罪』創設についての意見書」を国会等に提出を求める請願書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１７年２月１５日
請願人　戦争法の廃止を求める桑名市民の会　
請願の趣旨
　安倍首相は、国民の強い批判で３度も廃案となった「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案を、「テロ等準備罪」と名称を変えて今通常国会に提出しようとしています。
　「テロ等準備罪」（共謀罪）は、実際の犯罪行為がなくても、相談、計画しただけで処罰するもので、犯罪の実行に着手することを構成要件とする刑法の大原則と思想・良心の自由を保障した憲法第１９条に違反する大悪法です。共謀罪の名称を「テロ等準備罪」と変え、対象犯罪を絞っても、その本質に変わりはありません。
政府は、「テロ対策」のためといいますが、すでに日本はテロ防止のための１３本の国際条約を締結し、重大犯罪については、実行する前の段階で処罰できる国内法があります。また、政府は「共謀罪」創設について、「テロを防ぐ『国際組織犯罪防止条約』を締結するため」としています。しかし、この条約は、本来経済的利益を目的とする組織犯罪を対象にしてきたもので、テロ対策とは関係ないといわれています。
「共謀罪」は、その範囲を「４年以上の懲役又は禁錮にあたる犯罪」としており、現行法で６００以上もあり、万引きや釣銭詐欺、キセル乗車なども含まれています。
政府は「一般人は対象にならない」と言いますが、それを判断するのは捜査機関であり、共謀しているかどうかをつかむためには、多数の一般人が盗聴や監視の対象とならざるをえません。
「テロ対策」の名で国民を欺き、国民の思想や内心まで取り締まろうという「共謀罪」は、もの言えぬ監視社会をつくるものです。まさに、現代版「治安維持法」の創設を断じて許すわけにはいきません。
請願事項
　貴市議会において請願の趣旨を十分に審議いただき、「『テロ等準備罪』（共謀罪）創設についての意見書」を衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣および法務大臣宛てに提出されることを要望します。　　　　　　　　　　　　　　（以上）
もう１つは、「新婦人の会桑名支部」から出された、請願第２号「こども医療助成の窓口無料（現物支給）を求める請願」です。いずれも日本共産党桑名市議団が紹介議員になっています。[image: image1.png]



日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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Ｎｏ．２７８　　　２０１７年　　　３　月　９　日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５











































































































